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 協定項目 
 

３－（10） 
 
介護保険事業の取扱い 

 
 
１．介護保険事業計画については、合併当初においては旧町の集合をもって

新町の計画とし、平成１７年度に新町としての次期運営期間における介護

保険事業計画を策定する。 

 

 ２．介護保険料独自減免事業については、減免内容は村岡町の例により合併

時に統一し、基準については合併時までに調整する。  

 

 ３．美方町が実施している保険料市町村間格差解消事業については、第２期

介護保険事業計画運営期間中であり、現在の計画の最終年度である平成１

７年度まで継続して実施する。 

 

 ４．社会福祉法人等による利用者負担額減免措置事業については、美方町、

村岡町の例により統一する。 

 

 ５．保険料の納期については香住町の例により統一し、保険料については、

平成２０年度まで不均一賦課とする。 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成  年  月  日確認・継続協議  


